
　

私
が
所
長
を
勤
め
る
こ
の
事
業
所

「
N
P
O
法
人
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ
西

桂
地
域
福
祉
事
業
所
ば
い
か
も
」
と

は
、
協
同
労
働
の
協
同
組
合
の
事
業

所
で
す
。
働
く
者
が
出
資
し
、
知
恵

も
力
も
出
し
合
い
、
地
域
住
民
や
利

用
者
と
協
同
し
、
地
域
の
課
題
を
住

民
と
共
に
解
決
で
き
る
よ
う
な
「
仕

事
お
こ
し
・
町
づ
く
り
」
の
協
同
組

合
で
す
。
ば
い
か
も
の
職
員
も
組
合

員
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
制
度
事
業
だ
け
を
実
施
す

る
こ
と
で
な
く
そ
こ
か
ら
見
え
た
地

域
課
題
や
、
当
事
者
の
願
い
を
実
現
で
き
る
よ
う
な
し
く
み
を
地
域
住
民
と

共
に
作
り
上
げ
、
住
民
主
体
の
自
治
力
を
高
め
る
、
い
わ
ば
、
誰
も
が
お
せ
っ

か
い
心
を
持
ち
、
子
ど
も
も
大
人
も
又
、
障
が
い
が
あ
っ
て
も
独
居
に
な
っ

て
も
安
心
し
て
住
み
慣
れ
た
地
域
で
の
暮
ら
し
を
営
め
る
よ
う
な
持
続
可
能

な
町
を
目
指
す
、
こ
れ
は
制
度
事
業
で
は
き
っ
と
賄
い
き
れ
な
い
、
ど
こ
に

で
も
あ
る
地
域
福
祉
の
大
き
な
課
題
と
思
い
ま
す
。

　
と
は
言
っ
て
も
ま
だ
、こ
の
地
域
の
住
民
の
営
み
や
暮
ら
し
、伝
統
や
歴
史・

文
化
を
知
ら
な
い
私
達
が
ど
う
や
っ
て
地
域
の
願
い
や
今
あ
る
現
実
の
課
題

を
住
民
と
共
に
解
決
で
き
る
風
穴
を
見
つ
け
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
偉
い
先
生

が
唱
え
て
い
た
「
新
し
い
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
よ
そ
者
・
若
者
・
バ
カ
モ
ノ
」

私
達
は
若
く
な
い
…
お
ま
け
に
地
域
の
方
々
と
そ
ん
な
信
頼
関
係
も
で
き
て

い
な
い
、
と
悩
み
な
が
ら
も
そ
こ
は
よ
そ
者
の
特
権
！
町
民
全
員
に
呼
び
か

け
開
所
式
を
や
ろ
う
、
と
職
員
と
計
画
し
ま
し
た
。
チ
ラ
シ
を
作
り
全
戸
配

布
し
、
関
連
す
る
地
域
施
設
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
地
域
の
住
民
に
呼
び

か
け
、
初
め
て
の
「
地
域
交
流
集
会
」
の
企
画
を
提
案
致
し
ま
し
た
。

　

願
い
は
、
多
く
の
住
民
に
参
加
呼
び
か
け
を
し
こ
の
交
流
会
を
ス
タ
ー

 

●	

日
本
一
富
士
山
が
き
れ
い
に
見
え
る
町
、
西
桂
町
は
山
梨
県
東
南
部
に
位

置
し
、
昭
和
27
年
の
町
制
施
行
に
よ
り
、
西
桂
村
か
ら
西
桂
町
と
な
り
ま

し
た
。
人
口
約
４
，３
０
０
人
、
世
帯
数
１
，５
０
０
世
帯
の
小
さ
な
町
で

70
%
近
く
が
森
林
で
占
め
て
お
り
、
豊
富
で
良
質
な
水
資
源
に
恵
ま
れ
て

い
ま
す
。
古
く
か
ら
基
幹
産
業
と
し
て
織
物
業
が
盛
ん
で
あ
り
、
近
年
に

お
い
て
は
健
康
指
向
に
乗
り
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
供
給
が
急
成
長
し

て
い
ま
す
。

 

●	

私
達
は
平
成
29
年
４
月
か
ら
西
桂
町
指
定
管
理
事
業
と
し
て
受
託
し
西
桂

町
い
き
い
き
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
に
新
規
開
設
を
し
ま
し
た
。
実
施
す

る
事
業
は
施
設
管
理
と
共
に
通
所
・
居
宅
・
訪
問
の
介
護
保
険
事
業
、
地

域
の
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
た
障
害
者
総
合
支
援
事
業
も
開
始
し
ま
し
た
。

	

そ
し
て
同
じ
時
期
に
、
こ
ん
な
小
さ
な
町
で
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ
と
地
域

と
が
一
緒
に
な
っ
て
協
同
の
新
し
い
町
づ
く
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。

日
本
労
働
者
協
同
組
合（
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ
）連
合
会

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ

西
桂
地
域
福
祉
事
業
所　
ば
い
か
も

　
所
長
　
高
橋 

初
子

共
に
生
き・共
に
働
き・共
に
暮
ら
す

共
に
創
る
協
同
の
町
づ
く
り

西桂町いきいき健康福祉センター
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ト
と
し
て
、
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ
の
運
動
や
ば
い
か
も
の
活
動
を
知
っ
て

も
ら
う
。

　

又
、
施
設
に
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
機
会
を
大
い
に
創
出
し
、
住
民
と
連

帯
す
る
社
会
連
帯
活
動
の
実
践
や
町
づ
く
り
へ
繋
が
る
計
画
を
一
緒
に
立

て
よ
う
。

　
地
域
と
の
関
わ
り
を
深
め
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ
の
知
名
度
を
上
げ
、
共
に

作
り
上
げ
る
町
作
り
へ
の
発
展
を
大
い
に
発
信
し
よ
う
。

　
「
地
域
交
流
集
会
」
を
軸
に
、
今
ま
で
足
を
踏
み
入
れ
な
か
っ
た
子
ど
も

や
高
齢
者
ま
で
地
域
住
民
間
の
多
世
代
交
流
を
創
出
し
、
福
祉
の
総
合
的

な
拠
点
づ
く
り
へ
向
か
お
う
、
と
大
風
呂
敷

を
広
げ
ま
し
た
が
や
は
り
バ
カ
モ
ノ
、
多
く

の
願
い
は
住
民
か
ら
で
は
な
く
、
私
達
か
ら

発
信
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
が
、
当
日
は
、

１
０
０
名
近
い
方
々
が
参
加
し
、
町
長
か
ら

は
よ
き
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
共
に
発
展
し
て

行
き
た
い
と
の
お
言
葉
も
頂
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
突
然
に
…
始
ま
っ
た
！
我

が
法
人
の
総
会
・
総
代
会
が
開
所
か
ら
2
ヵ

月
後
に
開
催
さ
れ
町
長
が
連
帯
の
挨
拶
と
し

て
会
場
に
駆
け
つ
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

登
壇
後
、
我
が
代
表
理
事
長
は
「
来
年
の

達
人
サ
ミ
ッ
ト
は
西
桂
で
や
り
ま
し
ょ
う
」

こ
の
一
言
で
、
10
月
５
日
〜
６
日
に
か
け
て

第
3
回
「
地
域
お
こ
し
名
人
・
達
人
サ
ミ
ッ

ト
in
西
桂
」
開
催
へ
の
取
り
組
み
が
始
動
し

ま
し
た
。

　
「
地
域
お
こ
し
名
人
・
達
人
サ
ミ
ッ
ト
」
と

は
、
少
子
高
齢
化
、
地
域
の
新
た
な
雇
用
の

受
け
皿
の
不
足
、
生
活
を
支
え
る
イ
ン
フ
ラ

の
整
備
の
必
要
性
な
ど
の
課
題
解
決
へ
向
け
、

西
桂
を
中
心
と
し
た
地
域
の
伝
統
・
文
化
や

地
域
の
宝
を
掘
り
起
こ
し
、
次
世
代
に
つ
な
ぐ
と
と
も
に
、
地
域
で
培
わ
れ

て
き
た
か
け
が
え
な
い
資
源
を
新
た
な
地
域
づ
く
り
の
魅
力
あ
る
力
と
と
ら

え
、
あ
る
も
の
を
活
用
し
て
助
け
合
い
・
支
え
合
う
、
町
民
主
体
の
持
続
可

能
な
地
域
づ
く
り
の
拠
点
・
活
動
へ
向
か
え
る
よ
う
な
町
民
参
加
の
集
会
に

し
、新
た
な
地
域
づ
く
り
へ
の
期
待
を
こ
の
サ
ミ
ッ
ト
と
結
び
付
け
て
サ
ミ
ッ

ト
と
同
時
進
行
で
拠
点
づ
く
り
を
町
内
で
実
行
す
る
。

　

こ
の
サ
ミ
ッ
ト
は
私
達
が
主
体
に
な
る
の

で
は
な
く
、
地
域
住
民
が
参
加
し
一
緒
に
ま

ち
づ
く
り
へ
向
か
え
る
よ
う
な
住
民
参
加
型

の
実
行
委
員
会
の
設
置
を
地
域
に
呼
び
か
け

ま
し
た
。
当
法
人
か
ら
も
西
桂
に
何
度
も
足

を
運
ん
で
も
ら
い
、
町
長
は
じ
め
担
当
課
と

の
打
ち
合
わ
せ
か
ら
サ
ミ
ッ
ト
に
つ
い
て
の

趣
旨
説
明
と
、
時
間
を
掛
け
て
第
1
回
の
実

行
委
員
会
は
30
年
1
月
、
現
在
８
回
目
に
な

り
ま
す
が
、
最
初
は
有
志
の
方
20
名
ほ
ど
の

参
加
者
が
現
在
60
名
を
超
え
、
近
隣
の
大
学

生
も
参
加
し
、
会
議
後
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ

ん
手
作
料
理
で
の
「
１
品
持
ち
寄
り
交
流
会
」

で
み
ん
な
で
討
議
し
、
み
ん
な
で
食
べ
る
こ

と
、
を
大
切
に
し
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
へ
と

向
か
う
第
１
歩
が
始
動
し
ま
し
た
。

　

２
日
間
で
５
つ
の
分
科
会
に
分
か
れ
て
の

あ
る
も
の
探
し
が
始
ま
り
ま
す
。
小
粒
で
も

ピ
リ
ッ
と
し
た
西
桂
町
を
目
指
し
、
地
域
の

課
題
を
地
域
住
民
と
共
に
解
決
し
共
に
生
き
・

働
き
持
続
可
能
な
町
づ
く
り
を
協
同
の
力
で

創
出
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
、
10
月
５
日
、
６
日
は
富
士
山
に

一
番
近
い
鉄
道
、
富
士
急
行
線
に
乗
っ
て
ぜ

ひ
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

開所式の様子

実行委員会1 品持ち寄り交流会
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　転入届、住民票の写しの交付請求の受理等のいわゆる窓口関連業務については、事務量が多く、事業者を確保
しやすい指定都市、中核市、特別区を中心に、民間委託が進められてきましたが、一連の事務に審査や交付決定
等の公権力の行使が含まれる場合には、委託から除く必要があり、民間委託がなかなか進まない要因の一つとなっ

ていました。こうした課題があること等を背景として、公権力の行使を含む窓口関連業務の受け皿として、地方独立行政法人
の活用が議論されてきました。
　地方独立行政法人については、市町村が業務や組織に対して強く関与することができるとともに、具体的な業務執行は法人
の自主性・自律性に委ねられ、迅速な意思決定や、業務のノウハウの蓄積、職員の専門性の確保、柔軟な人事運営等のメリッ
トが期待できることから、公権力の行使を含む窓口関連業務の実施主体として適切であるとされ、地方独立行政法人法の一部
改正（平成３０年４月１日施行）により、窓口関連業務を行う地方独立行政法人（申請等関係事務処理法人）の制度が設けら
れました。
　人口減少社会において、人員や財源といった資源が限られていく中で、行政サービスの持続可能な提供体制を構築していく
必要がある一方、多くの小規模市町村は、窓口関連業務のロットが小さく、単独でのアウトソーシングが困難という課題を抱え
ていることから、自らは申請等関係事務処理法人を設立せず、他の市町村が設立した申請等関係事務処理法人と規約を締結し、
窓口関連業務を行わせることができる仕組みも用意されています。政策の企画立案や高度な相談業務など、非定型的で、市
町村職員自らが行わなければならない業務により注力できる環境を整える上でも、申請等関係事務処理法人を有効に活用するこ
とが期待されています。

Q
Question

窓口関連業務を行う地方独立行政法人（申請等関係事務処理法人）の
制度について教えてください。

A
Answer

自治 Q&A お答えします！ Q&A
Question & Answer

自  治
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　地方のたばこ税は、たばこの消費量が長期的に減少している現在にあっても、地方の貴重な財源となっています。
　しかしながら、紙巻たばこの販売数量については、近年減少幅が拡大しており、今後のたばこ税収は大きく減
少することが見込まれる状況にあります。また、高齢化の進展による社会保障費の増加等もある中で、引き続き

国・地方で厳しい財政事情にあることを踏まえ、平成 30年度地方税制改正においてたばこ税の負担水準が見直されました。
　また、加熱式たばこについては、加熱式たばこと紙巻たばことの間や加熱式たばこの間にも大きな税率格差が存在する
ことも踏まえ、その製品特性を踏まえた課税方式への見直しが行われました。

① たばこ税率を平成 30年 10月から平成 33年 10月まで段階的に引き上げる。
 （国と地方あわせて 1本当たり 1円ずつ計 3円、国と地方の配分比率は 1：1）

② 喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分を創設し、「重量」及び「価格」の
要素を紙巻きたばこの本数への換算方法とする。（今後 5年間かけて 1／ 5ずつ段階的に移行。）

平成 30年 10月から段階的にたばこ税の引き上げが実施されますが、内容を教えて
ください。また、加熱式たばこの取扱いは、どのように変更になりますか。

Q
Question

Q u e s t i o n  &  A n s w e r

A
Answer

具体的な改正の内容

地方のたばこ税の見直しの全体像
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地方公共団体の財政状況を表す指標に何があるのか教えて下さい。Q
Question

A
Answer

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいて算定する「健全化判断比率」があります。この比率は、地方
公共団体の決算規模や決算状況の善し悪し等の財政状況を統一的・客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必
要性を判断するための財政指標の総称であり、４つの指標（比率）で構成されています。

　各比率の概要は、下記（１）から（４）のとおりですが、公立病院や下水道などの公営企業や一部事務組合、第三セクターまで
を指標の対象とし、地方公共団体の財政の全体像を浮き彫りにするものです。
　また、健全化判断比率は、決算とあわせて、その決算に基づく当該比率の算定資料とともに監査委員の審査に付した上で、
毎年度議会に報告し公表することとなっています。
　なお、健全化判断比率以外に、公営企業の財政状況の統一的な指標として、公営企業における資金不足額の事業規模に対す
る比率を表す「資金不足比率」があります。
　

（１）実質赤字比率
　標準財政規模に対する一般会計等の実質収支における赤字額の比率のことです。
※標準財政規模：地方公共団体が標準的な状態で通常収入されるであろう地方税などの経常的一般財源の額　　　　　

（２）連結実質赤字比率
　標準財政規模に対する連結実質赤字額の比率のことです。赤字額の取扱いについては、実質赤字額と同様ですが、実質
赤字比率と連結実質赤字比率の対象となる会計の範囲の相違点については、下記図を参照ください。

（３）実質公債費比率
　標準財政規模に対する一般会計等が負担する地方債の元利償還金等の比率のことです。ただし、元利償還金等の中に
は、普通交付税算定に用いる基準財政需要額に算入される部分もあることから、これら算入される部分については比率の
算定から除外する措置が講じられます。

（４）将来負担比率
　標準財政規模に対する一般会計等が負担すべき実質的な負債の比率のことです。ただし、実質公債費比率の算定と同様
に、基準財政需要額に算入される分や将来負担額に充当可能な特定財源相当額等については比率の算定から除外する措
置が講じられます。

Q u e s t i o n  &  A n s w e r
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市町村調査研究事業

①助成対象
　単独または複数の市町村職員で構成する調査研究グループ（市町村長等か
ら推薦がある 4人以上の調査研究グループ）

②対象事業
　市町村職員が行う調査研究事業

※対象事業のテーマは問いませんが、今後の事業推進のステップアップにつながり、
更には地域の将来ビジョンや住民サービスの向上につながる効果が得られるものと
します。ただし、次の事業は対象外となります。

　・シンクタンク等へ委託する調査研究事業
　・イベント、シンポジウム、視察等のみの調査研究事業
　・補助金、負担金が伴う調査研究事業　

③助成対象経費
　事務費、アンケート・聞き取り実施に伴う経費、検討会費、旅費交通費、
アドバイザー謝礼、報告書印刷費等
　※次の経費は対象外となります。
　　・パソコン、カメラ等事務機器購入費
　　・広報費（パンフレット印刷費、新聞、雑誌等への掲載料等）

④助成額
　助成対象経費の全額（30万円限度）

⑤助成期間
　原則単年度。継続事業にあっては最大限 2年間

公益財団法人 山梨県市町村振興協会

│ 制度の紹介 │

　平成29年度に山梨県市町村振興協会の助成金を活用して、市町村職員が主体的に行った
計7団体のうち、4団体を紹介いたします（残りの3団体については、次号（31年3月号）に
掲載）。

平成31年度の希望調査
　平成31年度における本事業の助成希望に関する調査を11月下旬に行う予定ですので、本制度
の活用についてご検討をお願いいたします。
　なお、不明な点等ございましたら事務局までご連絡願います。

　市町村職員が主体的に実施する調査研究事業に対し、
次のとおり助成を行います。

市
町
村
調
査
研
究
事
業
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私たち不思議発見隊は、３０歳以下の若手職員３２人で構
成され、庁内における事務処理やまちづくり等の様々な

疑問に関して、斬新かつ柔軟な発想のもとに調査・研究する
組織です。今回はその中の６人でチームを結成し、「ゆずらな
い！特産品で地域活性化プロジェクト」をテーマに、町の特
産品である「穂積地区のゆず」を使った新商品の開発および、
レシピ集の作成を行いました。
　最初に、富士川町以外にゆずを特産品としている地域との
比較や、本町独自の加工品開発、ＰＲ方法について調査・研
究を行いました。そして、「皮と果汁を冷凍保存しているため
年間通しての提供が可能」、「売れる商品は限定性とオリジナ
リティが必要」の観点から、ゆずを使った７品目の新たなア
レンジレシピを考案し、レシピ集にまとめました。

　また、新商品の開発は、実際に町内の組合から商品として
売り出すことを念頭におき、加工しやすく、手に取って食べ
やすい商品を考えました。メンバーで試行錯誤を繰り返した
結果、考案したのが「団子」です。「ゆず

4 4

のみたらし
4 4 4 4

」にひた
すことから、「ゆずびたし団子」とネーミングし、みたらしの
あんにゆずの皮を入れ完成させました。この商品は、穂積地
区で開催されたゆずの里まつりの「ゆず加工品品評会」にお
いて峡南農務事務所長賞を受賞しました。
　考案したレシピは地元の組合に提案するとともに、レシピ
集を気軽に手に取ってもらえるように町有施設内に設置し、
そのほか町のHPや Facebook で周知を行いました。
　不思議発見隊では、今後も町の活性化につながる活動をし
ていきたいと考えています。

富士川町

「富士川町不思議発見隊」
都市整備課　秋山　一将

ゆずらない ！ 特産品で
地域活性化プロジェクト

韮崎市

 「韮崎大村美術館商品開発・CI 策定研究チーム」
総合政策課　山本　英俊

韮崎大村美術館商品開発・
CI 策定に関する研究

研究の経緯
　本市名誉市民である大村智博士が館長を務める「韮崎
大村美術館」が、平成29年9月に開館10周年を迎えました。
10周年記念事業として館内のミュージアムショップをリニュー
アルすることになり、お土産品の充実を図るためオリジナル
グッズの開発調査研究を行いました。
研究の進め方
　研究グループは女性職員を中心に構成しました。県内でお
土産を製造・販売している企業から講師を招き、まず、商品
開発セミナーを開きました。セミナーでは、美術館を訪れる客
層の分析から入り、開発するグッズのターゲットの絞り込み方
など研究しました。また、先進地視察として都内の美術館や
ショップを訪れ、ディスプレイや照明などの内装、グッズの品
揃えなど参考にしました。
オリジナルグッズ（実績）
　これまで美術館に無かった食べ物を置くことにしました。価

格が高めでも付加価値を付けるため、地元食材の穂坂産葡
萄をラム酒に漬け丸ごと一粒使用した生チョコトリュフを作る
ことにしました。商品名は「Ω la chocolatオーム・ラ・ショ
コラ」と名付けました。
　また、郡内織物の老舗店とコラボし葡萄蔦柄のオリジナル
傘も製作することにしました。
　他にも「わに塚」の桜をイメージしたサブレや、大村博士の
信条である「一期一会」のラベルデザインのワインなど「ここ
に来なければ買えない」グッズを揃えました。
今後の課題
　研究事業のお蔭で、オリジナルグッズの充実を図ることが
出来ました。リニューアル後グッズの売り上げは好調であり
ますが、季節により入館者数が少ない時もあります。今後は
更なるグッズの開発を進めると共に、企画展の内容も充実さ
せ、一度訪れたら、何度も訪れたくなるような美術館づくりに
取り組んでいきたいと思います。
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甲斐市では、職員の政策形成能力の向上や人材育成を目
的として、平成 28 年度に市若手職員を中心とした研究

組織として「甲斐市政策研究所」を立ち上げました。政策研
究所の２年目の取り組みとして、まちづくりの政策的な手法
である「シティプロモーション」を取り上げ、外部講師とし
て東海大学文学部河井孝仁教授を招いて、シティプロモーショ
ンやブランディングなどの基礎的な考え方や手法を学び、「ブ
ランドブック」の制作を行いました。
ブランドブックの制作
　10 名の研究員を２つのグループに分け、最初は市の魅
力をカテゴリーごとにキーワードを抽出する作業から始め
ました。主人公は市の魅力によって挫折から立ち直るとい

う内容を含んだストーリーとし、作中の写真撮影も全て研
究員で行いました。期間中、河井教授からのアドバイスを
いただき、今年２月、子育て世代の女性をターゲットにし
た「絆」と、30 代独身女性をターゲットにした「Azusa」
の２冊のブランドブックを完成させる事が出来ました。
今後について
　私達の研究成果である「ブランドブック」は、本市の移
住定住ポータルサイト「よっちゃばるかい」に掲載するな
どして本市のＰＲに活用する予定です。今後も甲斐市政策
研究所が将来にわたり持続可能な組織となるよう、研究員
の人材育成に重点を置きながら様々な取り組みを行ってい
きます。

甲斐市

「甲斐市政策研究所」
秘書政策課　大木　　康

甲斐市ブランドブック
制作事業

南部町では、誰もが住みやすく活力ある田舎町を目指して、
様々な事業を行っています。それらの事業は、町広報誌

や FM 告知放送、ホームページ、テレビ、新聞、ラジオなどを
通じて情報発信しています。町内に向けての情報発信は広報誌、
FM 告知放送、ホームページ等を利用していますが、町外に向け
ての情報発信（進学や就職で町外に転出した若者や町出身者を
含む）は、ホームページしか発信手段がないのが現状です。以前、
南部町活性化プロジェクト「かぐや会議」を開催した際、参加者
のフェリス女学院大学や跡見学園女子大学の学生からも情報発
信ツールを有効活用しきれていないのではとの発表もありました。
これらのことから、現在の南部町の情報発信手段のみでは、町
外に南部町の情報が行き届いていません。そこで特に若者の間
で広く利用され、現在多くの自治体でも情報発信強化のために利
用しているソーシャルメディアを活用することで、町内外に向けた

様々な情報を効果的に発信することができると考えました。
　このような背景の中、調査研究グループでは様々なソーシャル
メディアに対し、ユーザー数、管理のしやすさ、発信する情報の
伝えやすさを検討してきました。また、情報発信を積極的に実施
している浜松市広聴広報課の担当者を訪ね、運営管理体制や発
信内容についてノウハウを学んできました。調査研究グループは
若手職員を中心に構成しているので、若手職員自身の「ふるさと
の地域資源の再発見」や「一人ひとりが広報マンであり、PRマ
ンである」という意識改革にも繋がっています。
　本調査研究での検討内容を活かし、平成３０年度中に南部町
ソーシャルメディア活用ガイドラインを策定し、ソーシャルメディア
を活用した情報発信を実施していきます。平成３０年７月２１日に
オープンした「道の駅なんぶ」の情報をはじめ、町の魅力となる
情報や防災情報等を多くの方に発信していくつもりです。

南部町

「南部町 SNS 活用調査研究グループ」
企画課　水上　雄基

ソーシャルメディアを活用
した情報発信について
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県と市町村、また、市町村間において職員交流が盛んに行われています。
今回は、市町村から県へ派遣され活躍している皆さんに登場していただき、近況を紹介していただきました。

から こんにちは県 町 村市  がんばっていま～す。

　
　  

産業人材育成課
主任
丸田 拓矢
（北杜市）

市町村課
主事
中島 秀和
（甲州市）

景観づくり推進室
主事
望月　 雄
（身延町）

　平成 30 年 4月より、北杜市から交流派遣職員として産業労働部産業人材育成課にお世話になっております。
　当初は、慣れない県庁のシステムや職場環境の変化や業務の進め方の違いに戸惑いや不安もありましたが、周
囲の方々の温かいご指導とサポートに支えられ、充実した毎日を送っています。
　私は技能振興担当として障害のある方々の職業能力の向上や雇用の促進のため、障害者職業能力検定や障害
者雇用安定助成金など障害者の雇用支援に関する業務を担当しています。
　障害者職業能力検定は平成２７年度から山梨県が独自に始めた検定制度で、既に実施している検定と、新しい
内容の検定をさらに検討し、追加していくなかで、制度の基本となる部分を構築しているというやりがいと責任
を感じながら日々奮闘しております。　
　県庁で業務を行う中で、説明や事務処理などの高いスキルを肌で感じ、自分の未熟さを痛感しています。市役
所では出来なかった経験や、多くの人との関わりを大切に、限られた派遣期間の中ではありますが、こうしたス
キルなど、できる限りのことを学び、吸収して、自分自身の向上と北杜市に戻った後も十分に活かせるように日々
業務に取り組んでいきたいと思います。
　最後になりますが、日ごろから温かくご指導をいただいている産業人材育成課の皆様をはじめ、このような機
会を与えていただいた北杜市職員の皆様、業務で携わっているすべての皆様に心から感謝申し上げます。今後と
もご指導のほどよろしくお願いいたします。

　平成 30 年 4月より、甲州市から市町村研修生として総務部市町村課財政担当にお世話になっております。
　配属当初は、緊張と不安の毎日でしたが、周囲の方々の温かいご指導とサポートをいただくことで、少しずつ
ではありますが業務にも慣れ、何とか日々乗り越えることができております。
　私は財政担当として、県内市町村の公営企業会計、主に水道事業に係る地方債、決算状況調査、経営戦略の策定、
水道事業の広域連携に関する業務のほか、公共事業施行状況調査をはじめとする各種調査・統計業務、また、
災害復旧事業債・臨時財政対策債に関することや地方公共団体金融機構に関する事務を担当させていただいて
います。
　業務を通して、多くの方々と接することができ、新しい発見や周りの先輩方の仕事を近くで学ばせていただき、
毎日とても勉強になっております。
　県職員の皆様、市町村職員の皆様との出会いや市町村課での経験を、市に戻ってから少しでも還元できるよう
に、引き続き精進していきたいです。
　残された期間、さらに多くの方々との交流を深めてまいりますので、ご指導ご鞭撻をいただければと思います。
　最後になりますが、このように貴重な機会を与えていただきました甲州市職員の皆様、日ごろから温かくご指
導をいただいている市町村課の皆様、担当業務でお世話になっております各市町村の皆様に心から感謝申し上げ
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

　平成 30年 4月より、身延町から市町村研修生として県土整備部県土整備総務課景観づくり推進室にお世話
になっています。配属された当初は、職場環境の変化やシステム等の違いもあり、不安や戸惑いを感じながら日々
の業務をしていましたが、周囲の皆さまの温かなサポートのおかげで何とか今日に至っています。
　私は現在「景観まちづくり」の担当をしています。私自身「景観」の知識も、「まちづくり」の知識もありま
せんでした。配属されてから県内の美しい景観をいくつもみてきましたが、景観の知識がなかった当初は、単
純に「きれいな景色」と思うだけでした。しかし、日々の業務の中で、景観の先生方からのお話をお聞きしたり、
研修や先進地視察を行うことで「美しい景観とはどのようなものなのか」ということが少しずつですがわかっ
てきたように感じます。
　これからは「景観」の面から地域の魅力を引き出し、地域の人たちと一緒になって「まちづくり」をしてい
くことが大切だと考えています。ここで学んだことを役場に持ち帰り、この経験を十分に活かすことで地域を
今以上に元気にできるようにお手伝いできればと思っています。
　限られた研修期間の中、県庁での業務や様々な人との出会いなど、全てのことが貴重な経験となっています。
　最後になりますが、このような貴重な機会を与えてくださり、送り出してくださった身延町役場の皆さま、
また、日頃からお世話になっている景観づくり推進室をはじめ県庁の皆さまに心から感謝申し上げます。今後
ともご指導のほどよろしくお願いいたします。
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がんばっていま～す。
Fight Vol.44 September.2018

　

峡東保健福祉事務所
技師
三木 聡一郎
（甲府市）

市町村課
主任
太田 海斗
（山梨市）

市町村課
主任　
齊藤　 真
（南アルプス市）

　平成 29年 10月より、甲府市から峡東保健福祉事務所衛生課で、研修生としてお世話になっております。
　配属された当初は、事務処理の進め方の違いや衛生課で行っている業務の多様性に戸惑いを感じ、やってい
けるのかという大きな不安と緊張がありましたが、周囲の皆様からご指導、ご助言を頂き、少しずつ職場に慣
れていくことができ、今日に至っております。
　私は現在、衛生課で行う業務である生活衛生、食品衛生、動物愛護等の多岐にわたる業務を学んでおります。
その中で特に印象に残っている出来事は、初めて 1人で飲食店営業の申請を受けた時のことです。何度か、衛
生課の方々の対応を見させていただいていたのですが、いざ 1人で申請を受けるとなると、見るべき所は本当
にここでよいのか、相手にわかりやすく施設基準等の必要な情報を提供できているのか等、1人で申請を受け
る事に不安を覚えました。その後その申請を受け、現場に行って施設を確認し、その店に営業許可を出すこと
ができたときに、達成感を感じました。
　この研修で得た知識や経験を甲府市に戻った際、存分に発揮していけるように、今後も真摯に業務に取り組み、
1日 1日を大切にして学んでいきたいと考えております。
　最後になりますが、このような貴重な機会を与えてくださいました甲府市役所の皆様、また日頃よりお世話
になっている峡東保健福祉事務所の皆様に心から感謝申し上げます。また今後ともご指導のほど、よろしくお
願いいたします。

　平成 30年 4月より、山梨市から市町村研修生として総務部市町村課にお世話になっております。
　私は、地域振興担当として、電源立地地域対交付金事業をはじめ、一般財団法人自治総合センター並びに一
般財団法人地域活性化センターによる助成事業の事務、また、市町村のすがおやイベント情報などを通して市
町村の情報を広く周知する業務を行っています。また、11月 10日 ( 土 )、11日 ( 日 ) に予定されています「県
民の日記念行事」の一部にも係わっていく予定です。
　配属当初は、職場環境も変わり業務の進め方の違いに戸惑いながらも、市町村課の皆さんのご協力とご指導、
また、市町村のご担当者様のご協力によりタイトなスケジュールの中、年度当初の慌ただしい時期を乗り切る
ことができました。
　研修に来たことで業務に携わる立場が大きく変わりました。事業について質問を投げかけて回答を受ける側
から回答をする側へとなりました。これに伴い、責任をもって対応するために、業務に対する理解度を今まで
以上に深めて臨むよう心がけています。
　今回の研修では、多くの方と交流を持ち、それにより得られる人脈、また業務に対する姿勢や考え方を市役
所に戻ってからの業務に活かし、市の発展、ひいては県の発展に少しでも寄与できるように努力してまいります。
　最後に、このような貴重な機会を与えてくださった山梨市役所の皆様、業務でお世話になっています市町村
の皆様、そして、日頃からご指導いただいております市町村課の皆様に深く感謝申し上げますと共に今後とも
ご指導ご鞭撻いただきますようお願いいたします。

　平成 30年 4月より、南アルプス市から市町村研修生として総務部市町村課にお世話になっています。
　配属当初は、職場環境や仕事の進め方、使用するシステムの違い等で慣れない部分もあり、緊張や不安の毎
日でしたが、周囲の皆様の温かいご指導とサポートのおかげで、充実した日々を送らせていただいています。
　私は現在、行政選挙担当の一員として、地方行政サービス改革に関する事務や住民基本台帳・戸籍関係に関
する事務等を中心に担当しております。
　地方行政サービス改革に関する事務では、市町村の皆様に行政改革の調査に関するヒアリングへ御協力をい
ただき、行政改革の取組状況や各市町村で力を入れている取組、そして抱えている課題等を確認させていただ
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　また、住民基本台帳関係の事務では、住民基本台帳ネットワークシステムの機器更改に関して取り組んでお
ります。県の機器更改を担当することにより、俯瞰した視点からシステム全体を認識する機会をいただきました。
　残された研修期間におきましても、これら担当事務に対して真剣に取り組むことはもちろんのこと、県職員
の皆様との出会いや市町村研修生の仲間とのつながりを大切にしながら業務に邁進し、今後に活かしていきた
いと思います。
　最後になりますが、このような貴重な機会を与えていただきました南アルプス市役所の皆様、また日頃から
お世話になっている市町村課の皆様に心から感謝申し上げるとともに、今後ともご指導ご鞭撻いただきますよ
う、よろしくお願いいたします。
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役職名　　　　　    団体名　　　　　　　    補職名　　　　　　　　      氏名　

市町村職員情報誌「やまなし自治の風」編集委員会委員名簿

　今回の特集については、現在全国的に人口減少の克服に向け、最重要課題として取
り組んでいる「子育て支援」について、全国知事会優秀政策人口減少対策分野で1位と
なった「病児・病後児保育施設の広域利用」など、「子育て日本一」を目指して先駆的に
取り組む県の施策を紹介いたしました。
  また、10月1日から発売する「ハロウィンジャンボ宝くじ」については、その収益金を全額
市町村へ交付し様々な事業に活用されており、29年度の使途等について紹介させてい
ただきましたが、宝くじは市町村の貴重な財源です。引き続き、売上向上にご協力をお願
いします。
　最後に、特集をはじめ各コーナー等本号の発行にあたり、ご多忙の中執筆いただいた
皆様に心より感謝申し上げます。

編集後記

 Yukie  Fukasawa 
深澤 幸枝さん

「福祉声かけ協力員」の活動

 （ 早川町 福祉保健課長）

　早川町は、県の南西部に位置し、2018年4月1日現在人口1,076人で高齢化率47.1％と過疎・高齢
化の進んだ「日本で一番人口の少ない町」です。県下で二番目に広い面積（369.96㎢）を保有し、住民
は点在する集落に生活しております。高齢者人口（507人）の46%（235人）が一人で生活しています。
　日頃より、近隣において気に掛け合い、助け合って暮らす地域ですが、地域全体で高齢者の不慮の
事故等を未然に防ぐために、1997年に“福祉声かけ協力員”を設置いたしました。声かけ協力員は、集
落内の自分の担当する一人暮らし高齢者等を把握し、声かけをして日常生活に異状がないかを確認し
ております。現在、52人の声かけ協力員が、73人の対象者に対して活動を行っております。
　声かけ協力員は、週に1回やってくる移動販売車での買い物の場で顔を合わせて、安否や健康状態
を確認し、畑や近くの温泉に出かけて行く姿を見ては安心しています。一方、高齢者は子ども宅へ出か
ける時などは、協力員にその旨を伝えるようにしています。この活動によって高齢者が安心して暮らせ
ることを目指しています。
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市町村振興協会たより

　新市町村振興宝くじ(通称：ハロウィンジャンボ宝くじ)の収益金は、平成13年の発売以来、その全額を市町
村に交付し、市町村の明るいまちづくりや住民福祉向上のための事業に活用されております。

●販売実績
　　平成29年度の販売実績(全国)は、前年度比10.73%減の約289億円となり、これに伴う山梨県内市町村への交

付額は、134,022千円となっております。
 　なお、市町村への交付に当たっては、均等割、人口割による配分基準により交付をしております。

● 交付金の使途
　　交付金の使途については、地方財政法第32条に定める事業

に充てることとされており、平成29年度の県内市町村の使途つ
いては、芸術・文化振興、環境の保全・創造、少子・高齢化対
策等に活用されています（グラフ参照）。

● 平成30年度発売計画
　　平成30年度は、1等前後賞合わせて5億円のハロウィンジャン

ボ宝くじ（発売総額270億円・9ユニットの場合）及び1等前後賞
合わせて5000万円（発売総額120億円・4ユニットの場合）のハ
ロウィンジャンボミニの2つのジャンボとなり、10月1日（月）から
同時発売されます。

　　当協会では、市町村にとって貴重な財源でありますハロウィンジャンボ宝くじの販売額の確保に向け、市町村ホーム
ページの有料バナー広告への掲載や新聞、ラジオ等のメディアを活用した広報、また発売期間中に開催されるヴァン
フォーレ甲府戦でのＰＲ実施等各種広報宣伝活動に努めて参りますので、宝くじの広報にご支援、ご協力をお願いい
たします。また、宝くじの収益金は県内の販売実績等に応じて交付されるため、県内の売り場でお買い求めください。

市町村振興宝くじ交付事業について

平成30年度新市町村振興宝くじ（ハロウィンジャンボ宝くじ）発売計画
発売期間：平成30年10月1日（月）～ 10月23日（火）  23日間（売り切れ次第発売終了）
発売計画額 ： 390億円（前年度比30億円減。ハロウィンジャンボとハロウィンジャンボミニを合計した金額。）

  （1）配分基準
均等割配分40％、人口割配分60％
※均等割は、都道府県への配分に係る市町村数の算定に準じて算出

  （2）交付対象事業
地方財政法第32条に規定する事業で市町村が必要とするもの。

○地方財政法第32条に定める事業
①公共事業 ②地域の国際化の推進に係る事業
③博覧会等、文化行事の運営に係る事業 ④高齢化、少子化施策に係る事業
⑤地域の情報化に係る事業 ⑥芸術・文化の振興に係る事業
⑦大規模な風水害、地震、津波、火災、干害、冷害等の災害対策及びこれら災害の予防に係る事業
⑧地域経済の活性化に係る事業 ⑨地域における社会貢献活動に係る事業
⑩地球温暖化対策、リサイクルの推進等地域における環境保全及び創造に係る事業
⑪地域の共通課題に対応するための調査及び人材の育成に係る事業
⑫平成31年に開催されるラグビーワールドカップ大会の準備及び運営に係る事業
⑬平成32年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に係る事業

平成29年度市町村交付金（134,022千円）の使途

⑦災害対策・防災事業
　1%

④少子・高齢化対策
　15%

⑧地域経済
　活性化
　4%

⑩環境の
　保全・創造
　30% ⑤地域情報化

　3%

⑥芸術・文化振興
　43%

②国際化の推進
　4%
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c o n t e n t s

　ハロウィンジャンボ宝くじとハロウィンジャンボミニが、10月1日（月）から2種類同時発売さ
れます。
　この宝くじの収益金は、県内の販売実績等に応じて配分され、山梨県市町村振興協会を
通じて全額市町村へ交付され、市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策など地域
住民の福祉向上のために使われます。
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